
事 務 連 絡 

令和６年１月16日 

 

都道府県・指定都市・中核市の長 殿 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

国土交通省住宅局安心居住推進課 

 

 

令和６年能登半島地震に伴うサービス付き高齢者向け住宅の 

登録更新期限の延長等について（依頼） 

 

今回の令和６年能登半島地震が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図る

ための特別措置に関する法律（平成８年法律第85号。以下「特措法」という。）第２条

第１項に規定する特定非常災害として指定されたことに伴い、下記のとおり措置され

ることとなりました。つきましては、都道府県等におかれましては、内容をご確認い

ただくとともに、登録事業者へご周知のうえ、趣旨に則して対応頂きますようお願い

いたします。 

 

記 
１．サービス付き高齢者向け住宅の登録に係る有効期間の延長について 
特定非常災害への指定に伴い、特措法第３条に基づく行政上の権利利益に係る満了

日の延長に関する措置（令和６年１月１日以後に満了する許可等の有効期間の延長）

が適用されることとなり、併せまして、別添（国土交通省告示第12号。以下「告示」

という。）のとおり、対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日が指定され

たところです。告示においては、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法

律第26号。以下「高齢者住まい法」という。）第５条第１項に定めるサービス付き高齢

者向け住宅の登録につきましても、同条第２項により５年ごとにその更新を受けなけ

れば失効すると定められており、令和６年能登半島地震により被害が発生した地域に

おいては、更新手続を行うことが困難な登録事業者がいる可能性があることから、対

象となる特定権利利益として指定されているところです。 

これにより、災害発生日（令和６年１月１日）以後に、災害救助法（昭和22年法律

第118号）が適用された市町村※において、登録（更新）から５年の期間が経過するこ

とにより効力を失う登録事業者について、必要があると認めるときは満了日（令和６

年６月30日）までの間において、その有効期間を延長することが可能となります。 

【特措法第３条第２項関係】 



 

２．履行期限が到来する義務の不履行について 

令和６年能登半島地震により法令上の履行期限までに履行できなかった義務につ

いて、令和６年４月30日までに当該義務が履行された場合は、刑事上、行政上の責任

は問われないこととなります。【特措法第４条関係】 

（特措法第４条に基づく免責の対象となる高齢者住まい法上の主な義務の例） 

・サービス付き高齢者向け住宅の登録事項等の変更の届出（第９条第１項） 

・サービス付き高齢者向け住宅の地位の承継の届出（第11条第３項） 

・サービス付き高齢者向け住宅の廃業等の届出（第12条第１項） 

・サービス付き高齢者向け住宅の破産手続開始の届出（第12条第２項） 

・指定登録機関の名称等の変更の届出（第31条第２項） 

 

以 上 

 

※ 災害救助法の適用有無について 

内閣府ＨＰ（https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html）

より災害救助法の適用の有無についてご確認が可能です。 

また、災害救助法が適用されない市町村においても、令和６年能登半島地震によ

り法令上の履行期限までに履行されなかったと都道府県等が認める場合には、特

措法第３条第３項に基づく延長措置（申出による延長）が活用可能です。 
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小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の

登
録

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

特
定
被
災
地
域
内
に
住
宅
の
品
質
確
保
の
促

令
和
六
年
六
月
三
十

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条

進
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定

日

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
住
宅
性
能
評

す
る
評
価
の
業
務
を
行
う
事
務
所
を
有
す
る

価
機
関
の
登
録

者

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

特
定
被
災
地
域
内
に
住
宅
の
品
質
確
保
の
促

令
和
六
年
六
月
三
十

第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
登
録

進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
第
一
項
に

日

住
宅
型
式
性
能
認
定
等
機
関
の
登
録

規
定
す
る
認
定
等
の
業
務
を
行
う
事
務
所
を
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有
す
る
者

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

特
定
被
災
地
域
内
に
住
宅
の
品
質
確
保
の
促

令
和
六
年
六
月
三
十

第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
登
録

進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
一
条
第
一
項
の

日

試
験
機
関
の
登
録

規
定
に
基
づ
く
試
験
の
業
務
を
行
う
事
務
所

を
有
す
る
者

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関

特
定
被
災
地
域
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す

令
和
六
年
六
月
三
十

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
号
）

る
者

日

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
解
体

工
事
業
の
登
録

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関

特
定
被
災
地
域
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す

令
和
六
年
六
月
三
十

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九

る
者

日

号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
登
録
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マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関

特
定
被
災
地
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者

令
和
六
年
六
月
三
十

す
る
法
律
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

日

く
管
理
業
務
主
任
者
証
の
交
付

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律

特
定
被
災
地
域
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す

令
和
六
年
六
月
三
十

（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
条

る
者

日

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
付
き
高

齢
者
向
け
住
宅
事
業
の
登
録

住
宅
宿
泊
事
業
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第

特
定
被
災
地
域
内
に
主
た
る
営
業
所
又
は
事

令
和
六
年
六
月
三
十

六
十
五
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

務
所
を
有
す
る
者

日

基
づ
く
住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
登
録

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
程
（
昭
和
五

特
定
被
災
地
域
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す

令
和
六
年
六
月
三
十

十
二
年
建
設
省
告
示
第
七
百
十
七
号
）
第
二

る
者

日
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条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
設
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
の
登
録

地
質
調
査
業
者
登
録
規
程
（
昭
和
五
十
二
年

特
定
被
災
地
域
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す

令
和
六
年
六
月
三
十

建
設
省
告
示
第
七
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一

る
者

日

項
の
規
定
に
基
づ
く
地
質
調
査
業
者
の
登
録

補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
程
（
昭
和
五

特
定
被
災
地
域
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す

令
和
六
年
六
月
三
十

十
九
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
四
十
一
号
）

る
者

日

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
補
償
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
の
登
録

下
水
道
処
理
施
設
維
持
管
理
業
者
登
録
規
程

特
定
被
災
地
域
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す

令
和
六
年
六
月
三
十

（
昭
和
六
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
四

る
者

日

十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

下
水
道
処
理
施
設
維
持
管
理
業
者
の
登
録
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不
動
産
投
資
顧
問
業
登
録
規
程
（
平
成
十
二

特
定
被
災
地
域
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す

令
和
六
年
六
月
三
十

年
建
設
省
告
示
第
千
八
百
二
十
八
号
）
第
三

る
者

日

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
不
動
産
投
資
顧

問
業
の
登
録

家
賃
債
務
保
証
業
者
登
録
規
程
（
平
成
二
十

特
定
被
災
地
域
内
に
主
た
る
営
業
所
又
は
事

令
和
六
年
六
月
三
十

九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
第
八
百
九
十
八
号

務
所
を
有
す
る
者

日

）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
家
賃
債

務
保
証
業
者
の
登
録

備
考

特
定
被
災
地
域
と
は
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八

号
）
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
を
い
う
。


